
危機管理室 Ｒ７Ｘ方針

危機管理室は、「安らぐまち」の実現に向け、災害時において、被害を最小限に留めるため、市民
が自らの命を守れるよう、自助・共助を育むとともに、実際に災害が起きた場合でも的確、迅速に対
応できる「災害に強いまちづくり」を推進していく。
具体的には、①市民の防災意識と地域防災力の向上、②本市の防災体制及び訓練の強化、③国民保

護の取組みを３つの柱として、危機管理政策の充実・強化に努めていく。

１ 組織の使命（どのような役割を担うのか）

２ 基本情報

３ 令和６年度局区X方針の振り返り

○全体の振り返り（総評）

R6年度は、主に、先進都市等の視察や調査、関連機関等との意見交換、プロジェクトチームによる検討
等により、情報収集・整理や課題の抽出等を行うとともに、今後取り組むべき施策の方向性を見出すことが
できた。
また、長期的な課題に対しても解決に向け着手するきっかけとなった。

○変革が実現した課題・取組内容・市民にもたらされた効果

● 課題A（２）「市職員の防災対応能力の向上」について、政策を考える上でのエビデンスを集めるため、
職員アンケートや、被災地派遣経験のある職員との意見交換を行い課題の整理を行うとともに、関係
部署の職員によるプロジェクトチームを立ち上げ、研修や訓練・OJTの見直し案等を協議することによ
り、今後の防災人材育成の考え方や取り組むべき課題等を整理した。しかし、具体的な市職員の育成を
担う上での対策については、これから検討することになる。

● 課題B（３）「防災協定企業等との連携強化」について、防災協定企業との意見交換会を初めて開催し、
企業の考え方や防災設備、防災時にできることなどをより知る機会となった。防災体制の充実を図るた
めの第一歩となったが、常に企業との協議を続け、防災でできることを充実させる必要がある。

○取組・進捗が十分でなかった項目・内容（理由）・令和７年度に向けた考え

● 課題A（３）の「個別避難計画」について、民間企業と連携協定を締結し、一部地域でモデル調査を実施
したが、避難実績がなく、必要なデータが収集できなかった。７年度は、データ収集のため、モデル避難
対象者に対し、「警戒レベル３」が発令された場合には、スムーズな避難要請が実施できる環境を提供す
る。

（１）令和７年度局全体当初予算額

一般会計 １．３億円（うち一般財源 ０．８億円）

（２）組織（部名） （R7.4.1付）

危機管理室

（３）所管の政策連携団体

なし

（４）所管の主な公共施設（運営方法：直営、指定管理、その他）
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危機管理室 Ｘ方針 課題一覧

課題に対する取り組み課題名政策分野

（１）避難所運営体制（本庁応援職員）の見直し
・本庁職員の選定方法の検討（居住地、従事避

難所等）
・居住者が少ない地域の担当職員の選定など
課題の整理と対応策の検討

・本庁職員と区との連絡体制の確立
・本庁職員の研修・訓練方法の検討

（１）避難所運営体制（本庁応援職
員）の見直し

防災

（１）市総合防災訓練の実施による課題の検証
（２）本格稼働に向けて必要な設備等の検討

（２）危機管理センターの整備検討防災

課題領域Ａ

課題に対する取り組み課題名政策分野

（１）研修・訓練・OJT（BCP等）の体系化・実践化
（２）防災業務に関する専門性の高い職員の育成

方法の検討
（１）市職員の防災対応能力の向上防災

（１）巨大地震発生時における職員の配置（臨時
参集）体制の検討

（２）巨大地震発生時における職員
配置体制の整備

防災

課題領域Ｂ

課題に対する取り組み課題名政策分野

（１）小中学生・高校生・大学生と地域との連携に
よる新たな担い手の仕組みづくり

（２）地域防災を推進する新たな目標設定と効果
的な啓発方法や事業の検討

（１）新たな担い手の育成等による地
域防災力の向上

防災

（１）モデル調査の検証を踏まえた改善策の検討
（２）全市展開に向けた課題の整理、準備・調整

（２)避難行動要支援者に対する避
難支援の仕組みづくり

防災

課題領域Ｃ

【凡例】
○課題領域
A ・行政サービス現場改善にかかる課題
B ・課題の掘り起こしが済み、変革の実行段階にあるもの

・課題の掘り起こしを更に進め、実行段階へ繋げていくもの
C ・将来を見据えて、今から着手しなければならない課題
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４ 課題

②課題の内容

● 災害対応時の本庁職員の避難所運営体制は、局ごとに担当区（避難所）が割り振られているこ
とから、場合によっては、自宅から遠い避難所に従事することもあり、その際は移動時の負担が
大きく、安全性の確保が必要となる。

【インパクト：高】 【緊急度：高】①インパクト（政策課題）と緊急度のマトリクス

③課題の背景や現状

● プラチナ市役所プロジェクトからの提案では、「本庁職員は居住地の近隣避難所に配置するこ
とで、移動距離などの課題を解決できるのではないか」としている。

● 一方で、居住者が少ない・いない地域もあり、従事者の偏りなど新たに発生する課題もある。
● また、現行制度では担当局の指揮命令のもとで職員を割り当てていることから、急な欠員に対
しても円滑に体制を整えることができる。

● 見直しにあたっては、こうしたことに十分に留意した上でその体制を検討する必要がある。

⑤令和７年度の取組内容（四半期間隔）

（１）避難所運営体制（本庁職員）の見直し
・本庁職員の選定方法の検討（居住地、従事避難所等）
・居住者が少ない地域の担当職員の選定など課題の整理と対応策の検討
・本庁職員と区との連絡体制の検討
・本庁職員の研修・訓練方法の検討

第4四半期(1～3月）第3四半期（10～12月）第２四半期（7～9月）第１四半期（4～6月）

・本庁職員の選定方法
の方針決定
・本庁職員の研修・訓練
方法の検討

・本庁職員の選定方法
の方針案作成
・全局・区と協議・調整

・除外理由の検討
・市外居住職員の取り
扱いの検討
・モデルケースによるシ
ミュレーション（検証）

・本庁職員を配備する
避難所の選定
・モデルケースによるシ
ミュレーション（検討）

課題Ａ（１）避難所運営体制（本庁職員）の見直し【政策分野：防災】

④目指す成果 －市民にとって何がどう変わるのか（サービスの質や価値、市民の実感）－

● 市職員の移動に関する負担軽減及び安全性の確保が可能となる。
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４ 課題

課題Ａ（１）避難所運営体制（本庁職員）の見直し【政策分野：防災】

⑥進捗状況（令和７年１2月時点）

取組内容（１）避難所運営体制（本庁職員）の見直し
・本庁職員の居住地と避難所の分布データから避難所に割り当てる職員の数や避難所までの

移動距離について条件を変えながら、数パターンのシミュレーションを行った。
・いずれのパターンも、

「一部の避難所において、必要な人員の確保ができない」
「必要な人員の確保ができない場合、避難所の運営に従事する本庁職員が固定化される」
「必要な人員を確保しようとすると、遠方に居住する職員も含めなければならない」
といった課題が生じた。

・このため、本庁職員の避難所への配置については、現行の仕組み（各区に担当局を割り当
てる方法）を基本としつつ、課題となっている移動の負担をなくすため、居住地を考慮し、
可能な限り居住地に近い避難所（同一区または隣接区）に配置できるよう、工夫する。

・この改善案については、令和8年度に試行的に実施する方向で人事課及び各局との協議・
調整を開始したところである。

⑦令和７年度の取組み結果（自己評価）、令和８年度の考え（方向性）

【令和７年度の取組み結果（自己評価）】
・体制の移行に向け、令和７年度を準備期間とし、検討を行い、改善案をとりまとめた。
・R８年度からの試行運用に向けて、人事課をはじめ、全局・区と改善案について協議を行った。
・避難所運営体制（本庁職員）の見直しに向けた取組み内容（各種検討、課題整理等） について、
概ねスケジュール通りに進めることができた。

＜R７年度の取組内容＞
(1)避難所運営体制（本庁職員）の見直し
①本庁職員の選定方法の検討（居住地、従事避難所等）

・本庁職員の居住地と避難所を地図上にプロットし、シミュレーションを実施。
（避難所に近い職員を割り当て⇒距離のみで職員を割り当てるシミュレーション）

②居住者が少ない地域の担当職員の選定など課題の整理と対応策の検討
・1避難所に複数職員の確保ができない区が確認された（居住地分布の偏り等）
・各局・区と意見交換（ヒアリング等）を実施した結果、複数の課題が確認された。

③本庁職員と区との連絡体制の検討
・区から服務上の直接的な関係のない本庁職員に対し、避難所従事に関する連絡体制が困難。

④本庁職員の研修・訓練方法の検討
＜R８年度に向けた改善案＞
①本庁職員の避難所への配置については、現行仕組み（各区に避難所を割り当てる方法）を

基本とする
②職員の移動の負担をなくすため、居住地を考慮し、原則、避難所と同一区または隣接区の

居住職員を割り当てる。

【令和８年度の考え（方向性）】
改善案に基づき、R８年度から試行運用を実施する。
①年度当初に、避難所ごとに担当職員を割り当てる。

なお、各避難所で研修を行うことで、担当職員の対応力の向上を図る。
②この改善案について、R8年度は試行運用を行い、避難所への配置（遠方からの移動）が

改善されたかを検証した上で、R9年度の体制に反映する。
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②課題の内容

● 大規模災害発生時に、国・消防・警察・自衛隊など多くの防災機関の関係者がワンフロアで一堂
に会し、情報を共有するとともに、対策案を協議するためのより広いスペースが必要である。

【インパクト：高】 【緊急度：高】①インパクト（政策課題）と緊急度のマトリクス

③課題の背景や現状

● 近年の激甚化、頻発化する災害に迅速・的確に対応するためには、多くの防災機関の関係者が
一堂に会して、災害情報やオペレーションの内容を素早く共有し、対策立案できるワンフロアのス
ペースが必要となる。

● 本市では、令和６年度「総合防災訓練」において、本庁舎３階フロアの２つの会議室に「災害対
策本部」、「災害対策センター」、「リエゾン」を設置した（全体で約８０人）が、スペースが全く足りな
かった。また、大集会室内の設備が不十分といったこともあり、パソコンや電話の設置に
時間を要するなどの課題が確認された。

● 令和７年1月の本庁舎３階のオフィス改革で、フリーアドレス化や政策局フロアのOAフロア化、
危機管理室と政策局の間の壁が撤去されたことから、政策局部分まで含めた柔軟なフロア活用
が可能となった。

● 令和７年度「総合防災訓練」においては、政策局を含めた３階フロア全体を使った訓練を実施
（※その際、政策局職員は他の会議室へ移動）し、課題の洗い出し等を行うこととしている。

④目指す成果 －市民にとって何がどう変わるのか（サービスの質や価値、市民の実感）－

● 大規模災害発生時に、各部局のほか、国・消防・警察・自衛隊など多くの防災機関の関係者が
一堂に会し、情報共有しながら、的確かつ迅速な災害応急対策を実施することができる。

● 現庁舎内のフロアを柔軟に活用し、必要なスペースの確保や設備の整備を行うことで、経費を
節減しつつ、危機管理センターの整備を図ることができる。

⑤令和７年度の取組内容（四半期間隔）

（１）市総合防災訓練の実施による課題の検証
令和７年度「総合防災訓練」において、政策局の会議室等への移動を含めた訓練を実施し、実稼働

に向けた課題を整理し対策を講じる。

第4四半期(1～3月）第3四半期（10～12月）第２四半期（7～9月）第１四半期（4～6月）

・課題対応策を反映し
た翌年度訓練計画案策
定

・訓練実施
・課題の整理

・訓練レイアウト決定
・市内部協議

・訓練時の体制等につ
いて、市内部協議

４ 課題

課題Ａ（２）危機管理センターの整備検討［分野：防災】
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⑤令和７年度の取組内容（四半期間隔）

（２）本格稼働に向けて必要な設備等の検討
既に危機管理センターを設置している他都市の調査研究や「総合防災訓練」による課題の整理を

踏まえ、必要な設備等の整備計画案を作成し、予算要求に反映する。

第4四半期(1～3月）第3四半期（10～12月）第２四半期（7～9月）第１四半期（4～6月）

・予算調整状況を踏ま
え次年度訓練計画の調
整

・訓練結果を踏まえた
設備整備計画案の作成
及び予算要求

・整備が必要な設備の
整理
・市内部協議

・他都市の視察

４ 課題

⑥進捗状況（令和７年１2月時点）

取組内容（１）市総合防災訓練の実施による課題の検証
・令和７年１１月に政策局を含む３階フロア全体を活用し、市総合防災訓練を実施した。
・政策局の執務スペースを災害対策センターとして使用して訓練を実施した結果、スペース

の確保等の当初の課題は解消した。
・一方で、政策局職員の臨時執務室における環境整備に想定以上の時間を要するなどの課題

が顕在化したため、危機管理センターのレイアウト案等の見直しを進めている。

取組内容（２）本格稼働に向けて必要な設備等の検討
・第1四半期から第２四半期にかけて、他都市の危機管理センターを視察するなど調査研究

を実施した。
・今後、見直し案の実現に必要な設備を洗い出し、今年度末までに整備に要する経費の算定

を行う予定である。

⑦令和７年度の取組み結果（自己評価）、令和８年度の考え（方向性）

【令和７年度の取組み結果（自己評価）】
取組内容（１）

・令和７年１１月に政策局を含む３階フロア全体を活用し、市総合防災訓練を実施した。
・政策局の執務スペースを災害対策センターとして使用し訓練を実施した結果、政策局職員

の臨時執務室における環境整備に想定以上の時間を要するなどの課題が顕在化したため、
本庁大集会室などを活用した危機管理センターのレイアウト案等の見直しを行った。

取組内容（２）
・第1四半期から第２四半期にかけて、他都市の危機管理センターを視察するなど調査研究

を実施し、ここで得た知見も参考に、災害時のオペレーションを効率的に進めるためのレ
イアウト変更案と設備、費用の洗い出しを行った。

【令和８年度の考え（方向性）】
取組内容（１）

・政策局の執務スペースを活用する案の検証は令和７年度で終了。令和８年度は大集会室な
どの会議室を活用する案をベースに具体的な検討を進める。

取組内容（２）
・令和７年度に作成したレイアウト変更案と設備の洗い出し結果について、機能面やコスト

面も十分に考慮しながら引き続き取り組みを進めていく。

課題Ａ（２）危機管理センターの整備検討［分野：防災】
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課題Ｂ（１）市職員の防災対応能力の向上［分野：防災】

②課題の内容

・近年、自然災害が激甚化・頻発化しているが、本市では大規模災害が少なく、職員が災害対応に
不安を感じていたり、避難所の運営事務を経験したことのある職員が少ないことなどから、職員の
防災意識を高め、実災害時に対応できる職員の育成が必要である。

【インパクト：高】 【緊急度：高】①インパクト（政策課題）と緊急度のマトリクス

③課題の背景や現状

● 近年、自然災害は激甚化・頻発化するとともに、いつ、どこで、どのような規模で発生するか、
予測が困難である。

● こうした中、大規模な災害がいつ起きても、職員一人ひとりが迅速・的確に対応できる防災対
応能力が求められている。

● そこで、これまでの研修や訓練を体系的・計画的で、より実践的なものとするため、職員アン
ケートや、被災地派遣経験のある職員との意見交換を行い課題の整理を行うとともに、令和６年
１０月に関係部署の職員によるプロジェクトチームを立ち上げ、他都市の先進事例等を参考に
令和７年５月に防災人材育成方針を策定した。

● 今後は、方針の具体策として、研修・訓練・OJTを実践化、体系化していくとともに、防災業務
に関する専門性の高い職員の育成を図るための取り組みを検討する。

④目指す成果 －市民にとって何がどう変わるのか（サービスの質や価値、市民の実感）－

職員一人ひとりが日常的に防災を意識して仕事に取り組み、災害発生時には迅速・的確に災害対
応できるようになる。

⑤令和７年度の取組内容（四半期間隔）

（１）研修・訓練・OJT（BCP等）の実践化、体系化
・新たに策定する防災人材育成方針に沿って、 既存の研修等の分析や他都市の調査等を踏まえ、
新たな視点を取り入れた研修等を実践化するとともに、研修等の体系化を図る。

第4四半期(1～3月）第3四半期（10～12月）第２四半期（7～9月）第１四半期（4～6月）

・新たな取組の本格実
施に向けた調整
・研修等の体系化

・新たな取組の試行実
施
・関連部局との調整
・既存研修・訓練の
ブラッシュアップ

・他都市調査
・新たな取組の具体化・
試行実施
・既存研修・訓練の
ブラッシュアップ

・研修・訓練・OJTの分
析

（２）防災業務に関する専門性の高い職員の育成方法の検討
・市役所内の防災体制の強化を図るため、防災業務に関して専門性の高い職員の育成や適正配置
等について検討する。

第4四半期(1～3月）第3四半期（10～12月）第２四半期（7～9月）第１四半期（4～6月）

・関連部署と調整

・専門性を有する職員
の研修等体系化
・被災地派遣職員報告
会の実施

・専門性を高めるため
に必要な研修等の洗
い出し、整理
・ジョブローテーション
の検討
・被災地派遣者や防災
に関する知識等を有す
る者のデータベース化

・専門性を有する職員
の配置部署の検討

４ 課題
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課題Ｂ（１）市職員の防災対応能力の向上［分野：防災】

４ 課題

⑥進捗状況（令和７年１2月時点）

取組内容（１）研修・訓練・ＯＪＴ（ＢＣＰ等）の実践化、体系化
・８月に調査した他都市の先進事例を踏まえ、１０月には職員個人個人の自動参集などの基

準を示したカード「防災アクションＭＹガイド」を全職員が作成した。
・ｅラーニング研修や市総合防災訓練などの既存の研修や訓練をブラッシュアップして実施

した。また、本庁職員を対象とした避難所開設研修や、市業務継続計画（ＢＣＰ）見直し
に係る研修、他部署・他機関の訓練への参加など、新たな取組みも実施してきた。

・さらに、１１月には市総合防災訓練の実施に合わせて本庁職員の緊急参集訓練を初めて実
施するなど、具体的な取り組みを防災人材育成方針（防災人材育成アクション）に基づき
着実に進めてきた。

・１２月には防災関係の研修を取りまとめ、研修・訓練の体系化に着手し、年度内の完了を
目指している。

取組内容（２）防災業務に関する専門性の高い職員の育成方法の検討
・防災エキスパート人材を育成するためのジョブローテーションモデルを作成するとともに、

災害対応に関連のある業務・部署を整理し、防災人材育成方針の具体的な取り組みとして
組み込んだ。

・市役所内の防災体制の強化を図るため、危機管理室での実務経験者や被災地派遣者、総務
省のＧＡＤＭ（災害マネジメント総括支援員）研修受講者などをリスト化してとりまとめ
た。

・職員の防災意識の向上を図ることを目的に、被災地派遣職員による報告会を１２月に
実施した。

・市職員の防災に関する知識の底上げを図るために、次年度の昇任試験において防災に関す
る問題を追加するよう関係部署と調整を行っている。

⑦令和７年度の取組み結果（自己評価）、令和８年度の考え（方向性）

【令和７年度の取組み結果（自己評価）】
取組内容（１）

・「防災アクションＭＹガイド」の作成や、市総合防災訓練の実施に合わせて本庁職員の緊
急参集訓練を初めて実施するなど、具体的な取り組みを防災人材育成方針（防災人材育成
アクション）に基づき着実に実施した。

・市業務継続計画（ＢＣＰ）の見直しに係る研修、他部署・他機関の訓練への参加・助言す
るなど、新たな取組みも実施してきた。

取組内容（２）
・防災エキスパート人材を育成するために、災害対応に関連のある業務・部署を整理しジョ

ブローテーションモデルした。
・また、専門性を有する職員のリスト化や被災地に派遣した職員による研修実施、防災分野

を昇任試験問題に追加するなど着実に取り組みを実施した。

【令和８年度の考え（方向性）】
取組内容（１）

・令和７年度に新たに実施した取り組みを含め、質の向上に着目し、研修・訓練・OJTの実
践化、体系化に取り組む。

取組内容（２）
・防災業務に関する専門性の高い職員の育成については、引き続き取り組みを進めていく。

8



４ 課題

②課題の内容

● 最大クラスのマグニチュード９級の南海トラフ巨大地震について、政府の中央防災会議の
作業部会は、令和７年３月３１日に新たな被害想定をまとめた報告書を約１０年ぶりに公表
した。この報告書では、本市の津波による浸水想定域が前回の想定と比較して拡大すること
が想定されており、本市としては南海トラフをはじめとする巨大地震等に備え速やかに対応

できるよう準備する必要がある。

【インパクト：高】 【緊急度：高】①インパクト（政策課題）と緊急度のマトリクス

③課題の背景や現状

● 南海トラフ巨大地震については、今後３０年間の発生率が８０％と言われる蓋然性が非常
に高い自然災害で、発生した場合の影響は甚大である。本市においては「南海トラフ地震防
災対策推進地域」に指定されている。

● 国の報告書では、被害軽減に向けて、「対策に取り組めば被害は軽減できる」としており、
取るべき対策を着実に実施することが必要であり、特に、被害の防止・軽減のためには、迅
速な避難行動等に取り組むことが重要と提言している。

● また、県においては、新たに福智山断層などの地震に関する防災アセスメント調査を行っ
ており、今年度中に公表予定である。

● 本市では巨大地震が発生していないため、その際の対応を想定しておく必要がある。

⑤令和７年度の取組内容（四半期間隔）

（１）巨大地震発生時における職員の配置（臨時参集）体制の検討
・ 現在、職員は大規模災害により公共交通機関が利用できない場合には、各自の判断で最寄
りの区役所や出張所等に臨時参集することとなっているが、より的確かつ迅速に災害対応を
行うためには、業務継続計画（ＢＣＰ）に基づき部署ごとの必要人員をあらかじめ定め、臨時参
集時にはこれに基づき職員を適切に配置する必要がある。

・ 職員の適切な配置体制を構築するため、令和７年度は災害時の業務継続計画（BCP）の見直
しに着手し、継続すべき業務内容の整理を行ったうえで、各部署における必要人員と応援人
員の数を洗い出す。令和８年度には、災害時に必要人員が不足する部署と応援人員のマッチ
ングを行い、職員の配置体制（臨時参集）を構築する。

第4四半期(1～3月）第3四半期（10～12月）第２四半期（7～9月）第１四半期（4～6月）

・BCP（業務内容の整理）
の整理・更新
・必要人員と応援人員数
の洗い出し

・各局にBCP見直し（業務
内容の整理）依頼

・他都市の情報収集、研究
・BCP見直しの方向性を
検討

・BCP見直しスケジュー
ルの検討

課題Ｂ（２）巨大地震発生時における職員配置体制の整備【政策分野：防災】

④目指す成果 －市民にとって何がどう変わるのか（サービスの質や価値、市民の実感）－

● 南海トラフをはじめとした巨大地震が発生した際、防災体制を早期に立ち上げることで、的確
かつ迅速な災害対応に繋がり、被害軽減が可能となる。
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４ 課題

課題Ｂ（２）巨大地震発生時における職員配置体制の整備【政策分野：防災】

⑥進捗状況（令和７年１2月時点）

取組内容（１）巨大地震発生時における職員の配置（臨時参集）体制の検討
・大規模災害時の職員参集方法と適正配置を確立するため、先進自治体の取組について情報収
集を行った。得られた情報を踏まえ、BCPにおける非常時優先業務の見直しや、必要となる人
員数の算定方法について検討した。
・BCPへの理解を深めることを目的に、全局の担当職員を対象とした研修会を実施し、研修内
容を踏まえ、非常時優先業務の見直しと、災害対応に必要な職員数の算定について、全局へ照
会を行った。
・今後、業務内容の確認と災害時業務の必要な人員数の把握を行う。

⑦令和７年度の取組み結果（自己評価）、令和８年度の考え（方向性）

【令和７年度の取組み結果（自己評価）】
取組内容（１）

今後発生が危惧される巨大地震発生時に備え、北九州市の職員の配置体制を見直すために、
被災経験のある先進自治体から情報収集を行った。先進自治体は被災を教訓に、職員配置体制
を制度化、訓練を重ねており、検討するうえで非常に参考となった。

情報収集、研究を踏まえて、全局総務課に対して研修会を開催し、非常時優先業務の洗い出
しとその業務にかかる必要人員数の算出を取りまとめた。

但し、各局の見解の統一化、人員の算出方法の相違など、ＢＣＰの精度を高める必要がある
との課題を把握したので、改めて研修及び照会の必要性を認識した。

【令和８年度の考え（方向性）】
再度、各局に対して研修会を行い、非常時優先業務の選定と人員の算出を行いBCPを確立し、災

害時の人員の適正配置を図るため、局間のマッチング体制を関係部局と検討する。
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４ 課題

②課題の内容

● 令和４年度の市政モニターアンケートによると、「地域の防災訓練などに参加したことがある」
と答えた人の割合は14.3％と低い。その参加者の多くは５０歳代以上で、若年層の参加が少なく、
将来的な地域防災の担い手の確保が厳しいと予想される。

● 近年の災害は、激甚化・頻発化しており、その災害に対する市民一人ひとりの防災意識（自助）
や地域で互いに助け合う（共助）が求められている。一方で、これまで市民啓発等を行っているに
もかかわらず、市民に防災意識がどのくらい浸透しているか判断しにくい。

【インパクト：高】 【緊急度：高】①インパクト（政策課題）と緊急度のマトリクス

③課題の背景や現状

● 地域防災を担う人材は、自治会の会長や役員であり、高齢化・固定化しているのが現状である。
さらに、自治会の加入率は、低下しており、地域のつながりが薄れている。

● 北九州市では大規模災害の経験が少ないことによる防災意識の低さが課題と考えている。
防災意識（自助）を醸成するには啓発事業が有効であると考えるが、啓発事業の効果を計測する
ための成果指標を設定していない。

課題Ｃ（１）新たな担い手の育成等による地域防災力の向上【政策分野：防災】

④目指す成果 －市民にとって何がどう変わるのか（サービスの質や価値、市民の実感）－

● 自治会加入率が低下する中、地域防災の新たな担い手を育成する仕組みづくりが必要なため、
防災教育を通じて、子供のころから“自らの命は自らが守る”という「自助」意識を育み、主体的
な防災意識を醸成できる。また、 “自分も地域の一員である”ことを認識し、地域住民が互いに助
け合う「共助」の未来の担い手とすることができる。

● 地域防災を推進する新たな目標を設定することで、市民の自助の防災意識を測ることが出来
る。

● 市民一人ひとりが主体的に防災対策に取り組む必要性を学び、隣近所の住民同士が助け合う
ことの大切さを実感するとともに、若い世代が防災に取り組むことで、社会全体を繋ぐ結節点と
なり波及していくことで（波及型トランスフォーメーション）、災害などに強いまちづくりの推進を
行い、「安らぐまち」を実感することができる。
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※２～３年をかけて繰り返し実施

４ 課題

12

（2）地域防災を推進する新たな目標設定と効果的な啓発方法や事業の検討
年間を通じて、市民向けにアンケートを実施。市民のニーズや防災意識を把握するため、

例えば災害への備え等の指標（目標）を設定する。
指標（目標）の達成に向けて、市民（地域）へのより効果的な防災啓発や事業の検討を行う。

また進捗状況を把握するため、例えば災害時に備えの重要性やフェーズフリーの認知度などをマ
イルストーンとして設定し、啓発方法や事業の見直しを検討する。

第4四半期(1～3月）第3四半期（10～12月）第２四半期（7～9月）第１四半期（4～6月）

・啓発方法・事業の検討
・指標・マイルストーン等
の設定

・市民アンケートの分析
・他都市等から情報収集

・市民アンケートの実施
・他都市等から情報収集

・市民アンケートの実施
・他都市等から情報収集

⑤令和７年度の取組内容（四半期間隔）

（１）小中学生・高校生・大学生と地域との連携による新たな担い手の仕組みづくり
● 【小中学生】 子どもたちが地域の防災活動に参画する仕組みの1つとして、教育委員会の防
災・減災教育推進授業に参画している、若松区藤ノ木校区と青葉校区において地域防災の取り
組み（例えば防災訓練）の企画・運営等を地域団体とともに取り組むモデル事業を実施する。

● 【高校生・大学生】 学生が地域の防災活動に参画するきっかけとして、高校（明治学園、自由
が丘ほか）や大学（北九州市立大学、九州共立大学、九州工業大学ほか）への防災授業を通じて、
学生が防災イベント等を企画・運営するとともに、教育委員会と連携して、小中学生向けの体験
型授業（災害の可視化等）が行えるよう、学生考案の防災授業メニューを検討する。

● こうした小中学生・高校生・大学生と地域の連携をより深化させるため、地域防災の活動
場所として「（仮称）防災部」をまちづくり協議会の中に立ち上げ、子どもたちが、地域の
中で、各々の年齢や意欲など、段階に応じた防災活動を行い、地域防災の一助を担う仕組みが
出来ないか検討する。さらに子どもたちの活動に保護者を巻き込み、これまで意識の低い層に
も波及させる仕組みが出来ないかも検討する。

● 併せて、地域コミュニティビジョン検討会議の動向を踏まえ、時代に適した、持続可能な地域
防災を検討していく。

第4四半期(1～3月）第3四半期（10～12月）第２四半期（7～9月）第１四半期（4～6月）

・振り返り
・（仮称）防災部への小中
学生、高校生・大学生の地
域参画方法の検討

・防災イベント・防災訓練の
共同開催
・体験型授業の実施

・計画の策定
・防災授業の実施
・イベントの計画立案

・防災授業の実施
・教育委員会と協議

課題Ｃ（１）新たな担い手の育成等による地域防災力の向上【政策分野：防災】



４ 課題

⑥進捗状況（令和７年１2月時点）

取組内容（１）小中学生・高校生・大学生と地域との連携による新たな担い手のしくみづくり
・将来的に地域防災を担う新たな人材を育成する仕組みを検討する中で、小学校・中学校

から大学までの教育段階を通じて、防災知識の普及に取り組んでいる。
1. 世代間連携による相互学習の促進

・大学生が中学校の理科授業に参加し、液状化現象を分かりやすく解説。身近な材料を
用いた実験を行うことで、中学生が災害のメカニズムを体験的に理解する機会となった。

・高校生が小学生向けに「楽しみながら学べる防災プログラム」を実施した。
世代間交流を通じて、子どもたちの防災への関心が高まり、学ぶ側・教える側双方の理解
が深まった。これらの取り組みにより、防災意識の向上と学習の深化につながった。

2. 学校と地域の協働による関係構築
・教育委員会が実施する防災・減災教育推進事業に取り組んだ中学校では、運動会に防災

種目を導入し、地域住民も競技に参加。防災を身近に感じられる機会となり、地域との
交流が促進された。

・大学生が地域活動に参加することで、災害時の支援（大学が避難所として指定されてい
ることから学生が非難の声がけを行うなど）について住民と意見交換が実施できた。

平時から顔の見える関係を築くことで、災害時の円滑な連携につなげるがことができた。
3. 今後の方向性

これまでの成果を一過性のものとはせず継続性を担保するために、教育委員会と連携した
防災教育プログラムのさらなる充実や大学機関等との協働による、地域防災を担う人材育
成の仕組みづくりを継続的に検討を進め、地域全体で防災力を高める持続的な体制の構築
を目指す。

取組内容（２）地域防災を推進する新たな目標設定と効果的な啓発方法や事業の検討
・防災に係る市民アンケートを実施し、第3四半期に市民アンケートの分析を実施した。
・引き続き、第4四半期もアンケートの収集・分析を行い、今後の事業に反映させていく。

⑦令和７年度の取組み結果（自己評価）、令和８年度の考え（方向性）

【令和７年度の取組み結果（自己評価）】
取組内容（１）

世代間連携を通じて、教える側も学ぶ側も防災意識の向上に寄与できたと捉えている。特に、
普段の授業を補完する体験型授業は、学生の理解を深め、自助意識の向上に繋がった。また、
地域との交流を通じて、学生自身が自らで考え、行動できる共助を担う人材を育成に貢献した。
取組内容（２）

幅広い世代から防災に係る市民アンケートを収集し、分析した結果、市民意識が数値化され、
今後の効果的な啓発方法や事業の検討資料とすることができた。

【令和８年度の考え（方向性）】
取組内容（１）

令和７年度の成果を一過性のものとせず持続可能な取組みとなるよう、令和８年度も継続的
に取り組んでいく。
取組内容（２）

令和７年度の分析結果を活かし、引き続き防災に係る市民アンケートを収集・分析すること
で、最新の市民の声を事業に反映させていく。
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課題Ｃ（１）新たな担い手の育成等による地域防災力の向上【政策分野：防災】



４ 課題

②課題の内容

● 災害時に避難が困難な避難行動要支援者を安全に避難させるため、避難の手順や避難の支援
体制を定めた「個別避難計画」の作成は、市町村の努力義務となっている。

● 行政と自治会等とが連携して、個別避難計画の作成に取組んでいるが、作成率は、令和７年３
月末で６８．８％であり、約３割の避難行動要支援者の避難体制が整っていない状況である。

● この避難体制が整っていない約３割の避難行動要支援者については、親族が近くに住んでい
ない、支援の協力を得られない、などの理由等から「避難支援者」が決まらず、個別避難計画を
作成することができない。

【インパクト：高】 【緊急度：高】①インパクト（政策課題）と緊急度のマトリクス

③課題の背景や現状

● 避難行動要支援者の中には、避難したくても介助者がいないことや、移動手段がないことから
避難支援者が決まらず、「個別避難計画」を作成することができない人がいる。

● 災害時において「誰一人取り残さない」という考えのもと、避難したくても支援を受けられない
ために避難できないという、避難行動要支援者の避難支援について、新たな避難支援の仕組み
を構築する必要がある。

⑤令和７年度の取組内容（四半期間隔）

（１）モデル調査の検証を踏まえた改善策の検討
・モデル調査よって生じた課題の抽出
・課題に対する改善策の検討

第4四半期(1～3月）第3四半期（10～12月）第２四半期（7～9月）第１四半期（4～6月）

・モデル調査実施結果
やアンケート結果から
課題を抽出し、改善策
を検討
・関係機関等との協議

・モデル調査実施結果
やアンケート結果から
課題を抽出し、改善策
を検討
・関係機関等との協議

・モデル調査の実施
・適宜、課題を抽出

・モデル調査実施
・適宜、課題を抽出

課題Ｃ（２）避難行動要支援者に対する避難支援の仕組みづくり【政策分野：防災】

④目指す成果 －市民にとって何がどう変わるのか（サービスの質や価値、市民の実感）－

● 避難行動要支援者の避難支援については、直ちに抜本的な解決を図ることは困難である中、
新たな避難支援の取り組みとして、大雨や台風等の災害時に、避難情報「警戒レベル３高齢者等
避難」が発令された場合、避難行動要支援者からの要請に基づき、福祉事業者やタクシー事業者
などが避難支援を行うことにより、これまで避難したくても避難できなかった方が、避難所など
に避難することができるようになるとともに、個別避難計画の作成率の改善に資することができ
る。
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（２）全市展開に向けた課題の整理、準備・調整
・課題の抽出
・全市展開に向け、関係各課、関係機関との協議

第4四半期(1～3月）第3四半期（10～12月）第２四半期（7～9月）第１四半期（4～6月）

・タクシー協会や高齢者
福祉事業協会等との協
議
・課題に対する検討
・自治会等への説明

・課題の抽出、検討
・関係各課、各機関との
協議等
・タクシー協会や高齢者
福祉事業協会等への協
力依頼

・課題の抽出
・関係各課、各機関との
協議等

・課題の抽出
・関係各課、各機関との
協議等

４ 課題

⑥進捗状況（令和７年１2月時点）

取組内容（１）モデル調査の検証を踏まえた改善策の検討
・調査期間中（６月～１１月）に「警戒レベル３（高齢者等避難）」の発令がなく、実災害

における検証実績が得られなかった。
・これを踏まえ、第４四半期（１月）に、災害時を想定した条件を付与する実証的な訓練を

実施し、その結果について検証・分析を行うとともに、訓練参加者を対象としたアンケー
ト調査を実施し、課題の抽出・対応策の検討を行う予定である。

・なお、平時においても、関係機関間で課題等について継続的に意見交換を行っている。
取組内容（２）全市展開に向けた課題の整理、準備・調整

・取組内容（１）と同様に、実災害における検証実績が得られなかった。
・今後、全市展開に向けたスケジュールの見直しを行うとともに、タクシー協会や高齢者福

祉事業協会等への協力内容について、関係機関間で改めて協議する予定である。

⑦令和７年度の取組み結果（自己評価）、令和８年度の考え（方向性）

【令和７年度の取組み結果（自己評価）】
取組内容（１）モデル調査の検証を踏まえた改善策の検討
・調査期間中（６月～１１月）に「警戒レベル３（高齢者等避難）」の発令がなく、実災害における検証実績が得

られなかったことから、実災害を想定した実証的な訓練を行い、訓練参加者（対象者及び関係事業者）にアン
ケート調査を実施した。
・訓練やアンケート結果から、事業の意義や課題が明確となり、課題解決に向け関係事業者と協議を重ね、

改善策の検討を行った。
取組内容（２）全市展開に向けた課題の抽出の整理、準備・調整
・取組内容（１）と同様に、実災害における検証実績が得られなかったことから、実証的な訓練及び訓練参加

者（対象者及び関係事業者）にアンケート調査を実施した。
・課題を整理し、来年度の事業の実施及び全市展開に向けたスケジュールや事業内容を定め、改めて関係

事業者と協議を行う予定である。
【令和８年度の考え（方向性）】
取組内容（１）モデル調査の検証を踏まえた改善策の検討
・実証訓練の結果やアンケート調査を通じて、避難支援の手順や課題を具体的に把握・分析し、事業の実効

性向上に向けた改善策を講じる。
・また、関係機関との連携のあり方や運用面の課題について整理し、実災害にも対応可能な実効性の高い

仕組みの構築を図る。
取組内容（２）全市展開に向けた課題の抽出の整理、準備・調整
・実証訓練の結果を踏まえ、全市展開に向けた課題を整理するとともに、実施スケジュールの見直しを行う。
・関係事業者との協議を深化させ、役割分担や協力内容の明確化を図り、実施可能な体制を整備すること

で、段階的な全市展開を目指す。
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課題Ｃ（２）避難行動要支援者に対する避難支援の仕組みづくり【政策分野：防災】


